
（別紙） 

 

【審査基準：さとうきび生産性向上緊急支援事業】 

１ 農業機械等の導入又はリース導入のみの取組及び農業機械等の導入又はリース導入を

含む取組の場合 
・配分に当たっては、予算の範囲内でポイントの高い事業実施主体から採択を行うことを基

本とするが、配分の結果、ポイントが最下位の事業内容の配分可能額が要望額に満たない場

合であって、かつ同一ポイントの事業内容が複数ある場合は、予算の範囲内において、以下

の順に配分対象とする。 

（１） 事業実施主体（構成員を含む。）が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術

の活用の促進に関する法律第７条第１項に規定する生産方式革新実施計画の認定を

受けている場合又は事業実施年度までに認定を受ける見込みがある者であって、事業

実施主体の取組の内容が当該生産方式革新実施計画の内容に合致している場合、当該

事業内容のうち、要望額の小さいものから順に配分対象とする。 

（２） （１）以外の事業内容のうち、要望額の小さいものから順に配分対象とする。 

審査項目 評価の観点 

ポイント 

配 分 

（満点） 

 

１ 成果目標 

  ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に対する成果目標の高さに応じてポイントを付与。 

以下の①から⑤の成果目標の中から１つ以上選択するこ

ととし、２つ選択した場合には、高い方のポイントを採用す

る。 

なお、複合経営品目の農業機械等の導入又はリース導入の

取組については、⑥の成果目標と併せて、①から④の成果目

標の中から１つ選択することとし、二つの成果目標の合計ポ

イントを採用する。 

 

① 10a当たり労働時間を10％以上削減 

 ①－１ 新たにハーベスタを導入する場合 

 ※これまで手作業で実施していた収穫作業について、 

ハーベスタ導入により機械化する場合 

50％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

40％以上50％未満・・・・・・・・・８ポイント 

30％以上40％未満・・・・・・・・・６ポイント 

20％以上30％未満・・・・・・・・・４ポイント 

 

10ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10％以上20％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

 ①－２ ①－１以外の場合 

30％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

25％以上30％未満・・・・・・・・・８ポイント 

20％以上25％未満・・・・・・・・・６ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・４ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

 

② 生産量を５％以上増加 

25％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

20％以上25％未満・・・・・・・・・８ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・６ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・４ポイント 

５％以上10％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

③ 作付面積を１％以上増加 

 10％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

 ８％以上10％未満・・・・・・・・・８ポイント 

 ６％以上８％未満・・・・・・・・・６ポイント 

 ４％以上６％未満・・・・・・・・・４ポイント 

 １％以上４％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

④ 作型別栽培の10a当たり収量を５％以上増加 

25％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

20％以上25％未満・・・・・・・・・８ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・６ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・４ポイント 

５％以上10％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

⑤ 土壌診断及び土づくりの実施面積割合（※）を６ポイン

ト以上増加 

 30ポイント以上・・・・・・・・・・10ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24ポイント以上30ポイント未満・・・８ポイント 

 18ポイント以上24ポイント未満・・・６ポイント 

 12ポイント以上18ポイント未満・・・４ポイント 

６ポイント以上12ポイント未満・・・２ポイント 

 

※地域の受益面積に占める土壌分析及び土づくりを実施し

た面積の合計の割合 

 

 

 

 

（複合経営品目の農業機械等の導入又はリース導入に取組む

場合の必須成果目標） 

⑥ 複合経営における農産物の販売金額を３％以上増加 

 11％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

 ９％以上・・・・・・・・・・・・・８ポイント 

 ７％以上・・・・・・・・・・・・・６ポイント 

 ５％以上・・・・・・・・・・・・・４ポイント 

 ３％以上・・・・・・・・・・・・・２ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ポイント 

 

２ 重要性 

ポイント 

（複合経営品

目の農業機械

等の導入又は

リース導入に

係る取組は除

く。） 

 

 受益面積に応じてポイントを付与。 

 60ha以上・・・・・・・・・・・・・５ポイント 

 50ha以上60ha未満・・・・・・・・・４ポイント 

 40ha以上50ha未満・・・・・・・・・３ポイント 

 30ha以上40ha未満・・・・・・・・・２ポイント 

 20ha以上30ha未満・・・・・・・・・１ポイント 

５ポイント 

３ みどりの

食料システ

ム法との連

携 

 事業実施主体の構成員が、みどりの食料システム法に基づ

く環境負荷低減事業活動実施計画、特定環境負荷低減事業活

動実施計画、基盤確立事業実施計画のいずれかの認定を受け

ている場合又は令和７年度までに認定を受ける見込みがあ

る場合はポイントを付与。 

２ポイント 



４ 地域計画

との連携 

 事業実施主体の構成員が、農業経営基盤強化促進法に基づ

く地域計画のうち目標地図に位置付けられている、若しくは

位置づけられることが確実と見込まれている場合はポイン

トを付与。 

２ポイント 

５ スマート

農業の変革

に対応した

取組 

 事業実施主体の構成員が、農業の生産性の向上のためのス

マート農業の促進に関する法律に基づく生産方針革新実施

計画の認定を受けている者又は事業終了時までに当該認定

を受けることが確実な場合は、ポイントを付与 

２ポイント 

６．加算ポイント 

①地域におけ

る重要性 

・取組内容が県が定める「県機械導入方針」に位置付けら

れ、特に重要性が高いと認める取組であること。（該当県

において優先度１から10までに優先度において加算する。

）なお、「県機械導入方針」に位置付けられていること

で、１ポイント加算。 

（※県庁による行政加算ポイント） 

優先度１・・・・・・・・・・・５ポイント 

優先度２～３・・・・・・・・・４ポイント 

優先度４～５・・・・・・・・・３ポイント 

優先度６～10・・・・・・・・・２ポイント 

県機械導入方針への位置付け・・＋１ポイント 

６ポイント 

②機械化一貫

体系の確立 

（複合経営品

目の農業機械

等の導入又は

リース導入に

係る取組は除

く。） 

・受益地区において、収穫作業後の植付・株出し管理作業

の体制整備を含めた機械化一貫体系が整備されているこ

と。 

 植付・株出作業ともに機械化・・・・・・・３ポイント 

 株出作業のみ機械化・・・・・・・・・・・２ポイント 

 植付作業のみ機械化・・・・・・・・・・・１ポイント 

３ポイント 

③複数目標の

設定 

（複合経営品

・目標を複数設定していること 

 ３つ設定（各成果目標が平均７ポイント以上） 

            ・・・・・・・・３ポイント 

３ポイント 



目の農業機械

等の導入又は

リース導入に

係る取組は除

く。） 

 ２つ設定（各成果目標が平均７ポイント以上） 

            ・・・・・・・・２ポイント 

 ２つ以上設定（付与ポイントに限らず） 

            ・・・・・・・・１ポイント 

④評価結果の

達成状況 

 過去に本事業（同旨目的の機械導入事業含む）により、

機械導入を実施していた場合、その成果目標等の達成率に

応じてポイントを減点。ただし、本事業により取得した全

ての機械が処分制限期間を経過し、かつ、リース導入した

全ての機械の法定耐用年数が経過した場合は、減点しない

こととする。 

 （※複数目標の場合も同） 

 

・目標年度を（事業実施年度の翌々年度）を経過している

場合 

 達成率90%以上・・・・・・・・・・・０ポイント 

 90%未満80%以上 ・・・・・・・・・・２ポイント 

 80%未満50%以上 ・・・・・・・・・・４ポイント 

 50%未満・・・・・・・・・・・・・・６ポイント 

 

・目標年度を経過する前の申請の場合 

① 事業実施年度の翌年度の場合 

 達成率90%以上・・・・・・・・・・・０ポイント 

 90%未満80%以上 ・・・・・・・・・・２ポイント 

 80%未満50%以上 ・・・・・・・・・・４ポイント 

 50%未満・・・・・・・・・・・・・・６ポイント 

② 事業実施年度と同年度の場合 ・・・・６ポイント 

 

 

 



 

【審査基準：さとうきび生産性向上緊急支援事業】 

２ 農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組の場合 

・配分に当たっては、ポイントの高い地区から採択を行うことを基本とするが、台風、干ば

つ等の気象災害が大きい地域や条件不利地域等に配慮し、補助金額を減額して採択する場合

がある。なお、公募要領第２の２の（11）に掲げる低糖度対策、公募要領第２の２の（12）

に掲げる作型・品種転換対策の取組については、補助金の範囲内で優先的に採択を行うもの

とする。 

審査項目 評価の観点 

ポイント 

配 分 

（満点） 

 

１ 成果目標 

  ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に対する成果目標の高さに応じてポイントを付与。 

以下の①から⑤の成果目標の中から１つ以上選択するこ

ととし、２つ選択した場合には、高い方のポイントを採用す

る。 

 なお、地力増進対策、種苗確保対策、肥培管理対策を実施

する場合は、以下の成果目標のうち⑤の成果目標は必須とし

、担い手の育成・強化対策については、①から⑤の成果目標

に加えて、⑥及び⑦の成果目標を選択することができるもの

とする。 

 また、低糖度対策の取組については、⑧の成果目標を、作

型・品種転換対策の取組については⑨の成果目標を選択する

ものとする。 

 

① 生産量を平年水準（過去７年中庸５年平均）以上に増加 

20％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・８ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・６ポイント 

５％以上10％未満・・・・・・・・・４ポイント 

１％以上５％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

② 作付面積を１％以上増加 

10％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

８％以上10％未満・・・・・・・・・８ポイント 

６％以上８％未満・・・・・・・・・６ポイント 

４％以上６％未満・・・・・・・・・４ポイント 

１％以上４％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

 

 

 

10ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 作型別栽培の10a当たり収量を５％以上増加 

25％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

20％以上25％未満・・・・・・・・・８ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・６ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・４ポイント 

５％以上10％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

④ 10a当たり労働時間を10％以上削減 

30％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

25％以上30％未満・・・・・・・・・８ポイント 

20％以上25％未満・・・・・・・・・６ポイント 

15％以上20％未満・・・・・・・・・４ポイント 

10％以上15％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

⑤ 土壌診断及び土づくりの実施面積割合（※）を６ポイン

ト以上増加 

 30ポイント以上・・・・・・・・・・10ポイント 

 24ポイント以上30ポイント未満・・・８ポイント 

 18ポイント以上24ポイント未満・・・６ポイント 

 12ポイント以上18ポイント未満・・・４ポイント 

  ６ポイント以上12ポイント未満・・・２ポイント 

※地域の受益面積に占める土壌分析及び土づくりを実施し

た面積の合計の割合 
 
 
（担い手・作業受託組織の育成・強化対策のみ選択可能） 
⑥ 担い手に係る作付面積を１％以上増加 

10％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

８％以上10％未満・・・・・・・・・８ポイント 

６％以上８％未満・・・・・・・・・６ポイント 

４％以上６％未満・・・・・・・・・４ポイント 

１％以上４％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

⑦ 担い手の生産コストを3%以上削減 

10％以上・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

9％以上10％未満・・・・・・・・・８ポイント 

7％以上9％未満・・・・・・・・・６ポイント 

5％以上7％未満・・・・・・・・・４ポイント 

3％以上5％未満・・・・・・・・・２ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（低糖度対策に取組む場合の成果目標） 

⑧ 糖度を平年水準（過去７年中庸５年平均）以上に増加 

  0.5度以上 ・・・・・・・・・・・・10ポイント 

 0.4度以上0.5度未満・・・・・・・・８ポイント 

  0.3度以上0.4度未満・・・・・・・・６ポイント 

  0.2度以上0.3度未満・・・・・・・・４ポイント 

  0.1度以上0.2度未満・・・・・・・・２ポイント 

 

（作型・品種転換対策に取組む場合の成果目標） 

⑨ 受益地区において、新植作付面積を１％以上増加 

 10％以上・・・・・・・・・・・・・・10ポイント 

 ８％以上10％未満・・・・・・・・・・８ポイント 

 ６％以上８％未満・・・・・・・・・・６ポイント 

 ４％以上６％未満・・・・・・・・・・４ポイント 

 １％以上４％未満・・・・・・・・・・２ポイント 

 

２．加算ポイント 

①地域におけ

る重要性 

・取組内容が地域において重要なものであり、事業実施主

体が所在する県が特に重要性の高いと認める地区である

こと。（該当県において最大５地区選択可能、重要性に応

じて１～５ポイント） 

（※県庁による行政加算ポイント） 

 

５ポイント 

②受益地区面

積規模 

・事業申請があった事業実施主体の受益者の１戸当たり作

付面積が、該当県の１戸当たり平均作付面積と比較して、

10%以上高いこと 

 50%以上・・・・・・・・・・・・・・・３ポイント 

 30%以上50%未満 ・・・・・・・・・・・２ポイント 

 10%以上30%未満 ・・・・・・・・・・・１ポイント 

３ポイント 

③複数目標の

設定 

（複合経営品

目の農業機械

等の導入又は

リース導入に

係る取組は除

く。） 

・目標を複数設定していること 

 ３つ設定（各成果目標が平均７ポイント以上） 

            ・・・・・・・・３ポイント 

 ２つ設定（各成果目標が平均７ポイント以上） 

            ・・・・・・・・２ポイント 

 ２つ以上設定（付与ポイントに限らず） 

            ・・・・・・・・１ポイント 

３ポイント 

 


